
●投票
とうひょう

にお手伝
て つ だ

いが必要
ひつよう

な方
かた

は、このカードを投票所
とうひょうじょ

の係員
かかりいん

に渡
わた

し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病気
びょうき

やケガ、その他
た

の事情
じじょう

によって投票用紙
とうひょうようし

に文字
も じ

を書
か

くことができない方
かた

に

代
か

わり、投票所
とうひょうじょ

の係員
かかりいん

がご本人
ほんにん

の指示
し じ

どおりに代筆
だいひつ

します。 

○ご本人
ほんにん

の代
か

わりに、投票所
とうひょうじょ

の係員
かかりいん

が投票用紙
とうひょうようし

に書
か

くことは法律
ほうりつ

で認
みと

められて

います。 

○投票所
とうひょうじょ

の係員以外
かかりいんいがい

の家族
か ぞ く

や同行者
どうこうしゃ

が代
か

わりに書
か

くことは 

できません。 

韮崎市選挙管理委員会
にらさきしせんきょかんりいいんかい

 

    □  投票用紙
とうひょうようし

に代
か

わりに書
か

いてほしい。（代筆
だいひつ

してほしい。） 

    □  声
こえ

をかけてゆっくりと誘導
ゆうどう

してほしい。 

    □  候補者名
こうほしゃめい

を読
よ

んでほしい。 

    □  コミュニケーションボードを使
つか

ってほしい。 

    □  そのほかの手伝
て つ だ

ってほしいことを書
か

いてください。 

 

 

あなたがしてほしいことを選
えら

んでください。 


